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技能実習評価試験の再開の対応について 

 

各位におかれましては日頃から技能実習評価試験の実施に深いご理解とご協力を賜り誠にあ

りがとうございます。 

厚く御礼申し上げます。協会に於いても主務関係機関と足並みを揃えて出来得る限りの対策に

協力を致しております。 

 

 本年 4 月 7 日、政府より新型コロナウイルスの感染拡大防止のため新型インフルエンザ等対策

特別措置法（特措法）に基づく緊急事態宣言がなされましたが、新型コロナウイルスの感染拡大が、

ほぼ収まりつつあるとして、５月２５日に緊急事態宣言が解除されました。緊急事態宣言の期間中、

当協会においても政府と各道府県知事の要請に従い感染拡大の防止に努めてまいりました。 

しかしながら、感染者が増加すれば「二度目の宣言発出の可能性もあり得る」と指摘されているこ

とから、宣言解除は「安全宣言ではない」という同義語ととらえ、新型コロナウイルスへの感染予防

を引き続き行って参ります。 

 

 なお、緊急事態宣言解除を受け、今後の評価試験は状況を注視しながら段階的に再開すべく

準備を進めてまいりまたが、第二波となる感染者が急激に増加を続け、協会事務所が所在する愛

知県に独自の緊急事態宣言が発出され、極めて厳しい状況が続くと思われますので、感染拡大

防止ならびに夏場における熱中症対策のため、今後も下記の項目を継続して参りますのでご協

力をお願い致します。 

関係各位には、ご不便、ご迷惑等をおかけいたしますが、なにとぞご理解を頂きますようお願い

致します。 

 

本状がお手元に届くときには状況が変わっているやも知れませんが、どうかご高配賜り

ますようお願い申し上げます。 

記  

 

1 試験の前日や当日、咳や発熱などの症状がある場合は、試験会場に来場しないで

下さい。 

※ 受検者、監理団体の職員、通訳や企業等の引率者すべての来場者について  

1 名につき 1 枚ずつ、別添の質問状をご記入の上、当日ご持参下さい。 

※ 質問状は前々日の体温から当日までの 3 日間の体温を記入することとなっており

ますので、受検日を含む 3 日間、毎日検温をお願い致します。検温記録が無い

場合には、それが引率者の方であっても受検をご辞退頂きますので、ご注意下さ

い。 

また、監理団体の職員、通訳や企業等の引率者の方は、当日受付において質問

状をご提出頂いた後、入場許可証をお渡し致します。（人数制限を設けていますの

で事前に事務局にご連絡の上、ご来場いただくことになります）   



2 試験会場においては、必ずマスクを着用すること。  

受検者と関係者にフェイスシールドを配付します。試験終了後は、各自持ち帰り、役

立てて下さい。また、受付担当者は、ガウンを着用しています。 

 

3 試験会場や控え室に入室する場合は、消毒液にて消毒後入室をお願いします。  

 

4 トイレをご使用になる場合は、ご使用前に手洗いを行い、ご使用後も手洗いを実施し

て下さい。 

 

5 試験開始前または終了後は、休憩場所・待機場での飲食は感染予防のためできま

せん。 但し、熱中症予防のための水、お茶等の飲物は可とします。  

 

6 受検時におしゃべりをする受検者、引率者が見られますのでお借りしている駐車場  

での会話は飛沫が飛び、感染拡大の恐れがありますので十分に注意をして下さい。 

 

7 受検者の症状として発熱等の風邪や新型コロナウイルスと思われる発症が疑われる

場合は、受検を自粛するようお願いいたします。その時は、事務局までご連絡をお願

いいたします。 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html#soudan 

新型コロナウイルス感染症に関する情報： 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

熱中症に関する詳しい情報： 

 https://www.wbgt.env.go.jp/ 

 

8  新型コロナウイルス感染予防の観点から、引率者の方の控え室や受検者の待機場

所において、十分な換気を行っているため空調設備の効果が出にくい時もありますの

で、各自、タオルや水分補給のペットボトル等を持参して頂き、熱中症対策も各自で

お考えいただきますようお願い致します。 

 

以上、技能実習生と関係者の健康管理のために厳守をお願いいたします。  

 

なお、実習期間（在留期間）の終了まで間がない技能実習生に対しては下記にご案内を致しま

す。入管庁 HPをご参照戴き短期滞在又は特定活動で滞在等ご検討戴ければと存じます。 

 

入管庁 HP:（在留資格関係） http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf 

（Q&A）         http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf 

 

◎ 協会のトヨタサテライト（愛知県豊田市）試験会場においての受検では距離的制約や引率

等の事情がお有りの場合は受検者への特段の配慮を持って各支部管内の評価試験の開催を計

画して参りますので協会担当者にご遠慮なく、ご相談をしてください。 

 

自動車シート縫製技能評価試験について当協会へお問い合わせ等ある方は、下記のアドレス

までメールをお願いします。その場合の回答は、お時間をいただくことをご理解願います。 

宛先  E-mail  〈 info@jstra.com 〉 事務局 北岡 宛て  
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